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先ごろ可決された、セクハラや性的暴行の申し立てに対する仲裁によ

る解決の強制を禁じる法律は、近くバイデン大統領の署名が見込まれ

る。

過去に締結された、仲裁による解決を義務付ける契約は無効となる。

雇用主は、この新しい法律に準拠すべく、契約の確認および変更が必

要となる

米国議会は、性的暴行やセクハラの申し立てについて、契約による仲裁解決の

強制を禁じる法案を可決した。Ending Forced Arbitration of Sexual Assault
and Sexual Harassment Act（性的暴行およびセクシャルハラスメントの仲裁

強制禁止法）は、先ごろ超党派の広い支持を得て米国上院を通過した。近くバ

イデン大統領が法律に署名するものと見込まれている。

この法律は、性的暴行またはセクハラに関連する申し立てが連邦法、州法、部

族法のいずれに従って提出されたかに関わらず、仲裁解決の強制を禁止す

る。また、そのような申し立てに基づいて集団訴訟が提起された場合に、従業

員が当該集団訴訟に参加する権利を放棄する契約も無効となる。

詳細は英語版をご覧ください。
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